
〈学生・教職員の皆さんへ〉 

５月２８日からの本学のコロナ対応について 

 

令和４年５月２７日 

群馬県立女子大学 

  

  明日、群馬県のコロナウィルス対策の警戒レベルが、「レベル２」から「レベル

１」に引き下げられます。 

  県の要請内容を受けて、本学での授業実施及び入構制限を、「レベル２」から「レ

ベル１」に引き下げ、以下のとおり見直します。 

  新規感染者数は漸減しておりますが、不織布マスクの着用や手洗いの励行など、

今後も継続して感染防止対策と健康管理を行ってください。  

 

１ 次の事項ついては、以下のように対応します。 

(1)授業の実施   原則、対面授業 

(2)教員の会議   原則、対面会議。委員長の判断により遠隔での会議も可 

(3)教員の勤務等  原則、出勤 

(4)学生のサークル活動  

「サークル活動開始届」を提出し、受理された場合は活動可

能とします。（既に申請書を提出済みの場合も、改めて開始

届を提出してください。） 

(5)学外学修活動  原則、可。県内も含め宿泊も可。ただし、感染のリスクに十

分注意してください。            

(6)単位認定を伴うボランティア活動  

           原則、可。（実施計画とボランティア先の感染症対策がわか

る資料を併せて提出してください。） 

(7)学生の学内利用 学内利用の平日の退出時間は、午後８時とします。 

原則、土日祝日は利用できません。 

 

２ 感染防止対策の徹底を以下のとおりお願いします。 

・学内では不織布マスクを原則、着用してください。忘れた方は、事務局窓口や

保健室にて配布しますのでお立ち寄りください。なお､マスクの着脱について

は、別紙「マスク着用の考え方」をご参照ください。 

・ワクチン接種（希望者）による感染予防を行ってください。接種希望者はお住



いの市町村へお問い合わせください。 

・３密となるリスクが高く、感染防止が取られていない場所への外出は十分注

意してください。 

・サークル活動や、懇親会、飲み会、合宿、活動前後の会食や会合も、感染リス

クが高まることから、十分注意して行ってください。 

 

３ 健康管理について 

毎日、検温を含む健康観察を行ってください。学内の非接触性体温計も活用

してください。発熱や、風邪症状がある場合は、休んで、医療機関を受診して

ください。 

また、コロナ禍の中、不安な事、悩み事がありましたら、保健室、カウンセ

リングルーム等にご相談ください。 

 

 《主な相談・連絡先》 

●発熱や、風邪症状がある場合 

かかりつけ医、または、 

群馬県受診・相談コールセンター【24 時間対応】（TEL：0570-082-820） 

 

●新型コロナウイルス陽性者及び濃厚接触者と判明した場合 

すみやかに大学へ連絡してください（TEL：0270-65-8511 アドレス：  

学生 corona-g＠mail.gpwu.ac.jp 、教員 corona-k＠mail.gpwu.ac.jp） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大学での授業実施及び入構制限について

制限レベル レベルの説明 授業の実施 サークル活動 学生 専任教員 非常勤講師 左記以外の者

レベル１
感染症拡大が収束している
と認められる状況

通常

サークル活動に係る
サークル活動開始届を
大学に提出し、感染防
止対策の上実施可能

通常 通常 通常 通常

※１

レベル２

群馬県内で感染者が確認さ
れ、近隣の地域においては
感染の拡大が認められる状
況

原則、対面授業により
実施し、特別な理由が
ある場合は、遠隔授業
を実施

サークル活動に係る
サークル活動開始届を
大学に提出し、感染防
止対策の上実施可能

対面授業の受講又は大
学に用件がある場合
（例:事務局、図書
館、CALL教室、実技棟
等の利用）以外は、原
則として入構禁止

原則、出勤とし、在宅
勤務の際には、事前に
大学へ届け出る

対面授業の実施以外
は、原則として入構禁
止

事務局長が認めた者以外
は、原則として入構禁止
（運送事業者を除く）

レベル３

群馬県内において感染者の
急増があり、大学危機対策
本部が制限強化の必要を認
めた時

原則、遠隔授業により
実施し、対面授業を実
施する必要が有る場合
は、大学に申請の上許
可を得て実施
ただし、感染状況によ
り、レベル２と同等と
する場合がある

原則として活動禁止
ただし、感染状況によ
り認める場合がある

対面授業の受講又は大
学に用件があり、申請
の上許可された場合を
除き、原則として入構
禁止
ただし、感染状況によ
り、レベル２と同等と
する場合がある

対面授業の実施を除
き、入構の際には、事
前に大学の許可を得る
ただし、感染状況によ
り、レベル２と同等と
する場合がある

対面授業の実施以外
は、原則として入構禁
止

事務局長が認めた者以外
は、原則として入構禁止
（運送事業者を除く）

レベル４

群馬県に緊急事態宣言が発
令された時
または、大学危機対策本部
が必要と認めた時

遠隔授業により実施
ただし、感染状況によ
り、レベル３と同等と
する場合がある

原則として活動禁止

入構禁止
ただし、感染状況によ
り、レベル３と同等と
する場合がある

学長が認めた者以外
は、入構禁止
ただし、感染状況によ
り、レベル３と同等と
する場合がある

入構禁止
ただし、感染状況によ
り、レベル３と同等と
する場合がある

学長が認めた者以外は、入
構禁止

※１：特定の会場に一定数以上の者を集めて催す事業については、感染対策(人数制限等を含む)を実施した上で、開催する。
　　　また、クラスター発生時の対応として、事前申し込み制とし、氏名や連絡先等の確認を行う。

watanabe-ka
修正版



マスク着用の考え方
会話(ほとんど)なし 会話あり

ો
ਗ

ો


距離に関係なく不要 距離が取れていれば不要

距離が取れていれば不要 距離に関係なく着用

図書館で読書・自習 美術館等での芸術鑑賞

鬼ごっこなどの外遊び公園でゆっくりランニング・ウォーキング・自転車（人とのすれ違い可）

友人との会食

oyama-hi
別紙


